
移住・起業・新規就業に係る支援の全体像

移住あり 移住なし

就
業

起
業

移住を後押しするため、最大100万円支援

（国 50万円、都道府県 25万円、市町村 25万円）

支援移住者：①東京23区の在住者又は

②東京圏※１（条件不利地域※２を

除く）在住で東京23区への通勤者

就業先：地方公共団体がマッチング支援の対

象※３とした中小企業等

転入地：東京圏※１以外の道府県及び東京圏※１

内の条件不利地域※２

起業を後押しするため、最大200万円支援
（国 100万円、都道府県 100万円）

支援対象者：地域の課題に対して「社会性」「事業性」「必要性」の観点を

もって取り組む社会的事業者

起業地：東京圏※１以外の道府県及び東京圏※１内の条件不利地域※２

現在職に就いていない女性・高齢者等の

新規就業を支援する都道府県の事業を支援

支援事業：都道府県の実情に応じ、支援対象者の掘

り起こし（対象者の発見、就労意欲の喚

起）、中小企業等の職場環境改善支援、

マッチング等の一連の取組を官民連携の

プラットフォームを形成し一体的かつ包

括的に実施する事業

※１ 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
※２ 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村（政令指定都市を除く）。
※３ 都道府県による移住希望者等と中小企業等のマッチングを支援する仕組みの構築を別途支援。

「移住あり」かつ「起業」の場合は
最大300万円（国費150万円）支援

○過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、地方創生推進交付
金を活用したUIJターンによる起業・就業者の創出等を図る。

＊上記のスキームに加え、関係省庁と連携して以下の支援を実施。
・移住支援と連携し、移住者を採用した中小企業等に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成【厚生労働省】
・移住支援と連携し、移住者が住宅の建設・購入を行う場合に、（独）住宅金融支援機構が提供する住宅ローンの金利の引下げ【国土交通省】
・起業支援と連携し、設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫の融資による支援【中小企業庁】 1



移住支援事業のスキーム
目的 東京圏※１からのUIJターンの促進及び地方の担い手不足対策

金額
中小企業等※２に就業した場合 最大100万円（国費 50万円）
起業した場合 最大300万円（国費150万円）

支援対象者

以下の①から③の全ての要件を満たす者
① 23区在住者又は23区への通勤者※３

② 東京圏※１以外の道府県に移住した者※４

③ 移住地で中小企業等※２に就業又は起業した者

事業主体 地方公共団体

支援内容 移住に要する費用など

※１ 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
※２ 地方公共団体がマッチング支援の対象※５とした中小企業等に限る。
※３ 東京圏在住の23区への通勤者のうち、条件不利地域※６在住者を除く。
※４ 東京圏の条件不利地域※６に移住した者を含む。
※５ 都道府県による移住希望者等と中小企業等のマッチングを支援する仕組みの構築を別途支援。
※６ 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措

置法において規定される条件不利地域を有する市町村（政令指定都市を除く）。

東京２３区在住者・
２３区への通勤者

東京圏からのUIJターンの促進
地方の担い手不足対策

 都道府県は求人情報サイトの開設・
改修等を実施。

マッチングを支援する仕組み

 国は民間と都道府県等の連携による
全国的な情報提供の枠組みを構築。

新規事業 移住・起業

ＵＩＪターン希望者国

最大で100万円を支給

マッチングを
支援する仕組み求人情報の提供

最大で300万円を支給

中小企業等支
援

移住・就業

マッチング支援
対象企業

地方公共団体

地方創生推進交付金
（補助率１/２）

地域の企業、金融機関、経済団体等

利用

地方公共団体と連携して移住者の就業・起業を支援

（施策イメージ）
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③移住支援金申請

移住先における時期的要件

＜１．移住の要件＞

交付決定

事業開始 ①都道府県が移住希望者に対し、
移住支援事業の詳細を公表

②移住
（住民票の異動）

①は、交付決定及び事業
開始後であることが必要

②は、都道府県による移住支援事業の詳細が公表
された後であることが必要

③は、②から３か月以上経過か
つ１年以内であることが必要

移住後
１年

④移住支援金申請

＜２．就業の要件＞

交付決定

事業開始 ①マッチングサイト（経過
措置においては都道府県の
サイト）に対象求人を掲載

③就業

①は、交付決定及び事業
開始後であることが必要

②は、対象求人の掲載後
であることが必要

就業後
３か月

④は、③の３か月後以降であることが必要

以下の「１．移住の要件」に加え、「２．就業の要件」又は「３．起業の要件」を満たすことが必要。

④移住支援金申請

＜３．起業の要件＞

交付決定

事業開始 ①起業支援事業の公募開始 ③起業

①は、交付決定及び事業
開始後であることが必要 ③は、起業支援事業の公募開始後であることが必要

④は、②以降かつ②から１年以内であることが必要

②起業支援金の交付決定

応募があった事業は審査を経て②へ

※②と③の順序は問わない

※移住と対象法人への応募・就業又は起
業支援金の交付決定との順序は問わない

交付決定後
１年

※青字が、移住者に直接関係する要件

※③と④の順序は問わない

②応募

応募した法人に就業

移住後
３か月
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②辞職

※②と③の順
序は問わない

③移住支援金申請

移住元における時期的要件

＜１．東京23区在住の要件＞

②移住
（住民票の異動）

③は、②から１年以内であることが必要

移住後
１年

以下の「１．東京23区在住の要件」又は「２．東京23区への通勤の要件」を満たすことが必要。

②は、①から５年以上経過していることが必要

①東京23区
在住開始

＜２．東京23区への通勤の要件＞

④移住支援金申請③移住
（住民票の異動）

④は、③から１年以内であることが必要

移住後
１年

③は、①から５年以上経過していることが必要

①東京圏
在住開始

東京23区への
通勤開始

移住先都道府県において
・交付決定
・事業開始
・移住支援制度の要綱等公表

移住先都道府県において
・交付決定
・事業開始
・移住支援制度の要綱等公表

移住前
３か月

移住前３か月時点で、５年以上連続して
東京23区へ通勤していることが必要

※青字が、移住者に直接関係する要件

※辞職後、住民票を移すまでの間に、東京23区外
であって移住先とは異なる都道府県において雇用
保険の被保険者として雇用されていた者は、原則
として要件を満たさない
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都道府県*
＊負担1/2

国

地方創生推進交付金
１／２

執行団体
起業
支援金

(補助率1/2)
最大200万

起業する者

移住を伴う場合には、
移住支援金 最大100万

支援機関等補助

・事業費を国と都道府県が1/2ずつ負担し、地域の社会的課題の解決を目指す起業に対して補助。
【起業者への補助率は1/2、補助上限額は200万円。】
・都道府県が支援対象となる社会的事業の分野を地域再生計画に位置づけ、当該分野における「社
会性」、「事業性」、「必要性」を満たす起業を支援。
・各都道府県が執行団体を公募し、執行団体は公募・審査・伴走支援・補助金交付等の業務を行う。

起業支援事業のスキーム

対象となる事業分野
・地域活性化関連
・まちづくりの推進
・過疎地域等活性化関連
・買物弱者支援
・地域交通支援
・社会教育関連
・子育て支援
・環境関連
・社会福祉関連 等

伴走支援

※同一団体でも可
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